
南三陸町告示第２３号 

 南三陸町森林寄附受納事務取扱要綱を次のように定める。 

  令和８年３月３０日 

 

南三陸町長 千 葉  啓      

 

   南三陸町森林寄附受納事務取扱要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、町に対する森林の寄附の受納事務を円滑かつ適正に執行するた

め、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、「森林」とは、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第

２条第１項に規定する森林のうち、同条第３項に規定する民有林をいう。 

（寄附対象） 

第３条 寄附の対象となる森林は、町内に存する森林のうち、森林の所有者が、当該

森林の所有権について放棄を望むものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合を除く。 

（１） 寄附をしようとする者（以下「申出人」という。）と登記簿上の名義人が

異なる場合 

（２） 所有権以外の権利が設定されている場合 

（３） 隣接する土地との境界が明らかでない場合 

（４） 主伐等の後、森林に更新されていない場合 

 （５） 建築物又は森林の利用を阻害する工作物等がある場合 

 （６） 第三者に損害を与えるおそれのある場合 

 （７） 当該森林の固定資産税に未納がある場合 

 （８） 当該森林の所有権が共有地の持ち分の一部である場合 

 （９） 争訟の原因となるおそれがある場合 

 （１０） 法令の制限その他の制約がある場合 

 （寄附の申込み） 

第４条 申出人は、寄附申出書（様式第１号）を町長に提出するものとする。 

２ 当該森林の所有権を有する者が複数の場合は、当該所有権を有する者全ての同意

書を添付しなければならない。 

 （受納の可否の決定及び通知） 

第５条 町長は、前条の寄附の申込みがあったときは、当該申込みの内容について審

査し、及び必要に応じて行う現地調査等により、寄附の受納の可否を決定しなけれ

ばならない。 

２ 町長は、前項の規定により寄附の受納の可否を決定したときは、様式第２号又は

様式第３号により、当該申出人に通知しなければならない。 



（所有権移転登記） 

第６条 寄附の受納に伴う所有権移転登記は、町長が行うものとする。 

２ 町長は、前項の手続が完了した場合、当該申出人に所有権移転登記済通知書を送

付するものとする。 

（公租公課の負担） 

第７条 所有権移転登記がなされた年の当該森林の公租公課は、申出人の負担とする 

 。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 （南三陸町寄附受納事務取扱要綱の一部改正） 

２ 南三陸町寄附受納事務取扱要綱（令和４年南三陸町告示第９３号）の一部を次の

ように改正する。 

  第９条中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２

号の次に次の１号を加える。 

  （３） 南三陸町森林寄附受納事務取扱要綱（令和８年南三陸町告示第２３号）

に基づく寄附 

  

 


